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○

特
定
有
価
証
券
の
内
容
等
の
開
示
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
平
成
五
年
大
蔵
省
令
第
二
十
二
号
）

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

改

正

後

改

正

前

（
暗
号
資
産
又
は
電
子
決
済
手
段
の
換
算
等
）

（
暗
号
資
産
の
換
算
等
）

第
四
条
の
六

こ
の
府
令
の
規
定
に
よ
り
作
成
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
書
類
中

第
四
条
の
六

こ
の
府
令
の
規
定
に
よ
り
作
成
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
書
類
中

、
資
金
決
済
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
十
四
項
に
規
定
す
る
暗
号
資
産
又
は
同

、
暗
号
資
産
（
資
金
決
済
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
暗
号
資

条
第
五
項
に
規
定
す
る
電
子
決
済
手
段
を
も
っ
て
数
量
を
表
示
す
る
も
の
が
あ

産
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
も
っ
て
数
量
を
表
示
す
る
も
の
が
あ
る
と
き
は

る
と
き
は
、
主
要
な
事
項
に
つ
い
て
当
該
数
量
を
本
邦
通
貨
に
換
算
し
た
金
額

、
主
要
な
事
項
に
つ
い
て
当
該
数
量
を
本
邦
通
貨
に
換
算
し
た
金
額
及
び
そ
の

及
び
そ
の
換
算
に
当
た
っ
て
採
用
し
た
換
算
の
基
準
を
付
記
す
る
と
と
も
に
、

換
算
に
当
た
っ
て
採
用
し
た
換
算
の
基
準
を
付
記
す
る
と
と
も
に
、
当
該
暗
号

当
該
暗
号
資
産
又
は
電
子
決
済
手
段
の
名
称
及
び
概
要
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な

資
産
の
名
称
及
び
概
要
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ら
な
い
。

２

法
第
二
条
の
二
及
び
令
第
一
条
の
二
十
三
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
暗
号
等

２

法
第
二
条
の
二
及
び
令
第
一
条
の
二
十
三
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
暗
号
資

資
産
（
法
第
二
条
第
二
十
四
項
第
三
号
の
二
に
規
定
す
る
暗
号
等
資
産
を
い
う

産
は
、
こ
の
府
令
の
規
定
の
金
銭
又
は
取
引
に
係
る
金
銭
と
み
な
し
て
、
こ
の

。
以
下
同
じ
。
）
は
、
こ
の
府
令
の
規
定
の
金
銭
又
は
取
引
に
係
る
金
銭
と
み

府
令
の
規
定
を
適
用
す
る
。
た
だ
し
、
こ
の
府
令
の
規
定
に
よ
り
作
成
す
る
こ

な
し
て
、
こ
の
府
令
の
規
定
を
適
用
す
る
。
た
だ
し
、
こ
の
府
令
の
規
定
に
よ

と
と
さ
れ
て
い
る
書
類
に
記
載
す
る
事
項
の
う
ち
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書

り
作
成
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
書
類
に
記
載
す
る
事
項
の
う
ち
貸
借
対
照
表

そ
の
他
の
財
務
計
算
に
関
す
る
書
類
に
記
載
さ
れ
た
事
項
に
準
拠
す
る
も
の
に

、
損
益
計
算
書
そ
の
他
の
財
務
計
算
に
関
す
る
書
類
に
記
載
さ
れ
た
事
項
に
準

係
る
規
定
の
金
銭
又
は
取
引
に
係
る
金
銭
に
つ
い
て
は
、
法
第
百
九
十
三
条
に

拠
す
る
も
の
に
係
る
規
定
の
金
銭
又
は
取
引
に
係
る
金
銭
に
つ
い
て
は
、
法
第

規
定
す
る
内
閣
府
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

百
九
十
三
条
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
届
出
を
要
す
る
有
価
証
券
に
係
る
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
目
論
見
書
の

（
届
出
を
要
す
る
有
価
証
券
に
係
る
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
目
論
見
書
の
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特
記
事
項
）

特
記
事
項
）

第
十
五
条
の
二

法
第
十
三
条
第
二
項
第
一
号
イ
⑵
（
法
第
二
十
七
条
に
お
い
て

第
十
五
条
の
二

［
同
上
］

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の

各
号
に
掲
げ
る
目
論
見
書
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
事
項
と
す
る

。一

届
出
目
論
見
書

次
に
掲
げ
る
事
項

一

［
同
上
］

［
イ
～
ハ

略
］

［
イ
～
ハ

同
上
］

ニ

当
該
特
定
有
価
証
券
が
外
国
通
貨
又
は
暗
号
等
資
産
を
も
っ
て
表
示
さ

ニ

当
該
特
定
有
価
証
券
が
外
国
通
貨
又
は
暗
号
資
産
を
も
っ
て
表
示
さ
れ

れ
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
外
国
為
替
相
場
又
は
暗
号
等
資
産
の
価
値

る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
外
国
為
替
相
場
又
は
暗
号
資
産
の
価
値
の
変

の
変
動
に
よ
り
影
響
を
受
け
る
こ
と
が
あ
る
旨

動
に
よ
り
影
響
を
受
け
る
こ
と
が
あ
る
旨

［
ホ
・
ヘ

略
］

［
ホ
・
ヘ

同
上
］

二

［
略
］

二

［
同
上
］

２

［
略
］

２

［
同
上
］

（
既
に
開
示
さ
れ
た
有
価
証
券
に
係
る
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
目
論
見
書

（
既
に
開
示
さ
れ
た
有
価
証
券
に
係
る
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
目
論
見
書

の
特
記
事
項
）

の
特
記
事
項
）

第
十
五
条
の
三

法
第
十
三
条
第
二
項
第
一
号
ロ
⑵
（
法
第
二
十
七
条
に
お
い
て

第
十
五
条
の
三

［
同
上
］

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の

各
号
に
掲
げ
る
目
論
見
書
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
事
項
と
す
る

。一

届
出
目
論
見
書

次
に
掲
げ
る
事
項

一

［
同
上
］

［
イ
・
ロ

略
］

［
イ
・
ロ

同
上
］

ハ

当
該
特
定
有
価
証
券
が
外
国
通
貨
又
は
暗
号
等
資
産
を
も
っ
て
表
示
さ

ハ

当
該
特
定
有
価
証
券
が
外
国
通
貨
又
は
暗
号
資
産
を
も
っ
て
表
示
さ
れ
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れ
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
外
国
為
替
相
場
又
は
暗
号
等
資
産
の
価
値

る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
外
国
為
替
相
場
又
は
暗
号
資
産
の
価
値
の
変

の
変
動
に
よ
り
影
響
を
受
け
る
こ
と
が
あ
る
旨

動
に
よ
り
影
響
を
受
け
る
こ
と
が
あ
る
旨

［
ニ
・
ホ

略
］

［
ニ
・
ホ

同
上
］

二

［
略
］

二

［
同
上
］

２

［
略
］

２

［
同
上
］

（
届
出
を
要
す
る
有
価
証
券
に
係
る
請
求
が
あ
っ
た
と
き
に
交
付
し
な
け
れ
ば

（
届
出
を
要
す
る
有
価
証
券
に
係
る
請
求
が
あ
っ
た
と
き
に
交
付
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
目
論
見
書
の
特
記
事
項
）

な
ら
な
い
目
論
見
書
の
特
記
事
項
）

第
十
六
条
の
二

法
第
十
三
条
第
二
項
第
二
号
イ
⑵
（
法
第
二
十
七
条
に
お
い
て

第
十
六
条
の
二

［
同
上
］

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の

各
号
に
掲
げ
る
目
論
見
書
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
事
項
と
す
る

。一

届
出
目
論
見
書

次
に
掲
げ
る
事
項

一

［
同
上
］

［
イ
・
ロ

略
］

［
イ
・
ロ

同
上
］

ハ

当
該
特
定
有
価
証
券
が
外
国
通
貨
又
は
暗
号
等
資
産
を
も
っ
て
表
示
さ

ハ

当
該
特
定
有
価
証
券
が
外
国
通
貨
又
は
暗
号
資
産
を
も
っ
て
表
示
さ
れ

れ
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
外
国
為
替
相
場
又
は
暗
号
等
資
産
の
価
値

る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
外
国
為
替
相
場
又
は
暗
号
資
産
の
価
値
の
変

の
変
動
に
よ
り
影
響
を
受
け
る
こ
と
が
あ
る
旨

動
に
よ
り
影
響
を
受
け
る
こ
と
が
あ
る
旨

ニ

［
略
］

ニ

［
同
上
］

二

［
略
］

二

［
同
上
］

２

［
略
］

２

［
同
上
］

（
既
に
開
示
さ
れ
た
有
価
証
券
に
係
る
請
求
が
あ
っ
た
と
き
に
交
付
し
な
け
れ

（
既
に
開
示
さ
れ
た
有
価
証
券
に
係
る
請
求
が
あ
っ
た
と
き
に
交
付
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
目
論
見
書
の
特
記
事
項
）

ば
な
ら
な
い
目
論
見
書
の
特
記
事
項
）
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第
十
六
条
の
三

法
第
十
三
条
第
二
項
第
二
号
ロ
⑵
（
法
第
二
十
七
条
に
お
い
て

第
十
六
条
の
三

［
同
上
］

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の

各
号
に
掲
げ
る
目
論
見
書
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
事
項
と
す
る

。一

届
出
目
論
見
書

次
に
掲
げ
る
事
項

一

［
同
上
］

イ

［
略
］

イ

［
同
上
］

ロ

当
該
特
定
有
価
証
券
が
外
国
通
貨
又
は
暗
号
等
資
産
を
も
っ
て
表
示
さ

ロ

当
該
特
定
有
価
証
券
が
外
国
通
貨
又
は
暗
号
資
産
を
も
っ
て
表
示
さ
れ

れ
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
外
国
為
替
相
場
又
は
暗
号
等
資
産
の
価
値

る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
外
国
為
替
相
場
又
は
暗
号
資
産
の
価
値
の
変

の
変
動
に
よ
り
影
響
を
受
け
る
こ
と
が
あ
る
旨

動
に
よ
り
影
響
を
受
け
る
こ
と
が
あ
る
旨

ハ

［
略
］

ハ

［
同
上
］

二

［
略
］

二

［
同
上
］

２

［
略
］

２

［
同
上
］

（
発
行
登
録
目
論
見
書
等
の
特
記
事
項
）

（
発
行
登
録
目
論
見
書
等
の
特
記
事
項
）

第
十
八
条
の
十

特
定
有
価
証
券
に
係
る
法
第
二
十
三
条
の
十
二
第
二
項
に
お
い

第
十
八
条
の
十

［
同
上
］

て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
十
三
条
第
二
項
本
文
（
法
第
二
十
七
条
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次

の
各
号
に
掲
げ
る
目
論
見
書
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
事
項
と
す

る
。

一

発
行
登
録
目
論
見
書

次
に
掲
げ
る
事
項

一

［
同
上
］

［
イ
～
ハ

略
］

［
イ
～
ハ

同
上
］

ニ

当
該
特
定
有
価
証
券
が
外
国
通
貨
又
は
暗
号
等
資
産
を
も
っ
て
表
示
さ

ニ

当
該
特
定
有
価
証
券
が
外
国
通
貨
又
は
暗
号
資
産
を
も
っ
て
表
示
さ
れ

れ
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
外
国
為
替
相
場
又
は
暗
号
等
資
産
の
価
値

る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
外
国
為
替
相
場
又
は
暗
号
資
産
の
価
値
の
変
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の
変
動
に
よ
り
影
響
を
受
け
る
こ
と
が
あ
る
旨

動
に
よ
り
影
響
を
受
け
る
こ
と
が
あ
る
旨

［
ホ
～
ト

略
］

［
ホ
～
ト

同
上
］

［
二
・
三

略
］

［
二
・
三

同
上
］

２

［
略
］

２

［
同
上
］
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第六号の五様式 

【表紙】 

【提出書類】               有価証券届出書 

【提出先】                関東財務局長 

【提出日】                   年 月 日 

【発行者名】⑵                               

【代表者の役職氏名】⑶                           

【主たる事務所の所在の場所】                        

【事務連絡者氏名】                             

【電話番号】                                

【届出の対象とした募集（売出）内国有価証 

券投資事業権利等に係る組合等の名称】                    

【届出の対象とした募集（売出）内国有価証 

券投資事業権利等の金額】⑷                         

【縦覧に供する場所】           名称 

（所在地） 

第六号の五様式 

【表紙】 

【提出書類】               有価証券届出書 

【提出先】                関東財務局長 

【提出日】                   年 月 日 

【発行者名】⑵                               

【代表者の役職氏名】⑶                           

【主たる事務所の所在の場所】                        

【事務連絡者氏名】                             

【電話番号】                                

【届出の対象とした募集（売出）内国有価証 

券投資事業権利等に係る組合等の名称】                    

【届出の対象とした募集（売出）内国有価証 

券投資事業権利等の金額】⑷                         

【縦覧に供する場所】           名称 

（所在地） 

［第一部・第二部 略］ ［第一部・第二部 同左］ 

（記載上の注意） （記載上の注意） 

［⑴～⒃ 略］ ［⑴～⒃ 同左］ 

⒄ 組合等の仕組み 

ａ ［略］ 

ｂ 組合等及び組合等の関係法人（資産の運用を行う者（以下この様式において「資産運用会社」と

いう。）又は投資顧問会社、資産保管会社（暗号等資産の管理を行う者を含む。）、一般事務受託

者、組合の管理会社、販売会社等をいう。以下この様式において同じ。）の名称及び運営上の役割

並びに関係業務の内容（組合等が関係法人と締結している契約等の概要を含む。）について分かり

やすく記載すること。 

ｃ ［略］ 

⒄ ［同左］ 

ａ ［同左］ 

ｂ 組合等及び組合等の関係法人（資産の運用を行う者（以下この様式において「資産運用会社」と

いう。）又は投資顧問会社、資産保管会社（暗号資産の管理を行う者を含む。）、一般事務受託者

、組合の管理会社、販売会社等をいう。以下この様式において同じ。）の名称及び運営上の役割並

びに関係業務の内容（組合等が関係法人と締結している契約等の概要を含む。）について分かりや

すく記載すること。 

ｃ ［同左］ 

［⒅～(63) 略］ ［⒅～(63) 同左］ 

  

備 考 表 中 の ［ ］ の 記 載 は 注 記 で あ る 。 


